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表
題

に
掲
げ
た
魏
晋
南
朝
の
民
爵
に
つ
い
て
、
か
つ
て
西
嶋
定
生
氏
は
、
漢
代
の
民
爵
の
等
級
と
歯
位
と
が

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
郷
飲

酒
礼
を
通
じ
た
個
別
人
身
的
支
配
を
提
唱
し
、
そ
う
し
た
体
制
は
漢
末
以
降
、
里
制
の
崩
壊
と
と
も
に
崩
壊
し
て
い
き
、
三
国
時
代
以
降
、

と
き
お
り
賜
与
さ
れ
る
民
爵

の
効
力
は
空
に
帰
し
て
い
た
と
さ
れ
た

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
す
べ
き

点
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

一
は
、
上
記
の
説
に
対
す
る
増
淵
龍
夫
、
籾
山
明
両
氏
の
所
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
増
淵
氏
は
、

爵
位
と
歯
位
が

一
致
す
る
の
は
、
「た
ま
た
ま
結
果
と
し
て
」
で
あ
り
、
「漢
の
高
祖
が
漢

の
社
稜
を
立
て
民
に
爵

一
級
を
賜

っ
た
と
き
か

ら
、
そ

の
よ
う
な
結
果
を
あ
ら
か
じ
め
予
想
し
て
、
…
…
級
数
を
も

っ
て
す
る
民
爵
授
与
の
方
法
を
定
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い

」
と
さ

れ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
籾
山
氏
は
、
民
爵
は
民
間
の
社
会
秩
序

の
形
成
と
は
無
関
係
で
、
本
来
生
命
を
賭
し
て
獲

得
す
べ
き
褒
賞

で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
民
爵
を
無
対
価
で
賜
与
す
る
こ
と
は
、
王
権

へ
の
軍
事
的
奉
仕
を
期
待
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
。

私
は
増
淵
、
籾
山
両

氏
の
考
え
に
基
本
的
に
賛
同
す
る
の
も
の
で
あ
る
が

、
西
嶋
氏
の
爵
制
論
の
重
要
な
前
提
の

一
つ
で
あ
る
爵
位
と
歯
位
と
が
結
び

つ
か

な
い
と
す
る
と
、
三
国
時
代
以
降
賜
与
さ
れ
る
民
爵
の
効
力
は
空
に
帰
し
た
と
す
る
氏
の
見
解
は
、
そ
の
前
提
自
体
が
成
り
立
ち
得
な
い
も

の
と
な
る
の
で
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
は
、
当
該
時
代
に
お
い
て
、
国
家
の
慶
事
に
際
し
て
行
わ
れ
た
民

爵
賜
与

の
事
例
を
網
羅
的
に
検
索
し
た
際
得
ら
れ
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
民
爵
は
漢
代
よ
り
も
南
朝
の
方
が
頻
繁
に
賜
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う

魏

晋

南

朝

の

民

爵

賜

与

に

つ

い

て

は

じ

め

に

戸

川

貴

行



事
柄
と
、
従
来
の
見
解
と
の
齟
齬
で
あ
る
。

い
ま
、
魏
晋
南
朝
の
民
爵
賜
与
の
回
数
を
王
朝
ご
と
に
示
す
と
、
曹
魏
六
回
、
西
晋

一
回
、
東

晋

一
回
、
劉
宋
十
二
回
、
南
斉
六
回
、
梁
二
十
回
、
陳
十
六
回
と
な
る

(後
掲
附
表
参
照
)。
民
爵
賜
与

の
割
合
は
、
南
朝
で
は
、
百
六
十

九
年
間

に
五
十
四
回
、

つ
ま
り
、
単
純
に
計
算
す
る
と
、

…
で
約
三
年
に

一
回
の
割
合
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
に
対

し
て
、
漢
代
で
は
、
四
百
二
十
二
年
間
に
民
爵
は
九
十
回
賜
与
さ
れ
た

(
こ
の
場
合
、
王
莽

の
新
代
の
も
の
も
含
む
も

の
と
す
る

っ。))
か

ら
、

で
約
五
年
に

一
回
の
割
合
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
民
爵
賜
与
の
割
合
か
ら
す
れ
ば
、
南
朝
の
方
が
漢
代
よ
り
多

い
の

で
あ
り
、
こ
れ
を

「と
き
お
り
」
に
し
か
賜
与
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
効
力
は
空
に
帰
し
て

い
た
は
ず
の
民
爵
が
、
な
ぜ
南
朝
に
お
い
て
漢
代
よ
り
も
頻
繁
に
賜
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
当
然
何
か
し
ら
の
意
味
が
あ
る

は
ず
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
小
論
は
魏
晋
南
朝
、
と
り
わ
け
南
朝
に
お
い
て
民
爵
賜
与
が
ど
の
よ
う
な
狙
い
を
以
て
行
わ
れ
た
の
か
に
つ

い
て
、
主
と
し
て
兵
制
と
財
政
、
籍
田
儀
礼
な
ど
と
の
関
係
か
ら
追
究
し
、
以
て
魏
晋
南
朝
に
お
け
る
民
爵
賜
与
の
も

っ
た
歴
史
的
意
味
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
節

で
は
、
ま
ず
魏
晋
南
朝
に
お
け
る
民
爵
賜
与
に
つ
い
て
の
状
況
を
概
観
し
、
次
い
で
南
朝
に
お
い
て
民
爵
賜
与

が
ど
の
よ
う
な
狙
い

を
以
て
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
魏
晋
南
朝
に
お
け
る
民
爵
賜
与

の
状
況
の
う
ち
、
曹
魏
の
民
爵
賜
与
に
つ
い
て
、
『
芸
文
類
聚
』
巻
五

一
封
爵

部
に
、
王
聚
の

「爵

論
」
の
侠
文
を
載
せ
て
、

依
律
有
奪
爵
之
法
。
此
謂
古
爵
行
之
時
、
民
賜
爵
則
喜
、
奪
爵
則
愕
。
故
可
以
奪
爵
而
法
也
。
今
爵
事
廃
　
。
民
不
知
爵
何
者
也
。
奪

之
民
亦
不
催
、
賜
之
民
亦
不
喜
。
是
空
設
文
書
而
無
用
也
。
今
誠
循
爵
、
則
上
下
不
失
實
、
而
功
勢
者
勧
、
得
古
之
道
、
合
漢
之
法
。

一

軍

功

賜

爵

と

兵

制

の

変

化



以
貨
財
爲
賞
者
、
不
可
供
。
以
復
除
爲
賞
者
、
租
税
損
減
。
以
爵
爲
賞
者
、
民
勧
而
費
省
。
故
古
人
重
爵
也
。

と
あ
り
、
当
該
時
代
に
民
爵
が
廃
れ
て
い
た

こ
と
、
民
爵
に
は
功
労
を
あ
げ
た
庶
民
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
の
役
割
が
あ

っ
た
こ
と
、
そ
の

こ
と
が
漢
代

の
法
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』
巻

一
九
八
爵
に
は
、
「爵
論
」

の
別
の
侠
文
を
載
せ

て
、

爵
自

一
級
轄
登
十
級
、
而
爲
列
侯
。
讐
猶
秩
自
百
石
縛
遷
、
而
至
於
公
也
。
而
近
世
賞
人
、
皆
不
由
等
級
、
從
無
爵
封
無
列
侯
。
原
其

所
以
、
爵
廣
故
也
。
司
馬
法
日
、
賞
不
喩
時
、
欲
民
速
観
爲
善
之
利
也
。
近
世
爵
塵
、
人
有
小
功
無
以
賞
也
。
乃
積
累
焉
、
頒
事
足
乃

封
侯
。
非
所
以
速
爲
而
及
時
也
。
上
観
古
比
高
祖
功
臣
、
及
白
起

・
衛
鞍
、
皆
稽
賜
爵
爲
五
大
夫

・
客
卿

・
庶
長

以
至
於
侯
。
非

一
頓

而
封
也
。
夫
梢
稽
賜
爵
、
與
功
大
小
相
稻
而
倶
登
、
既
得
其
義
、
且
侯
次
有
緒
、
使
慕
進
者
逐
之
不
倦
　
。

と
あ
り
、
当
該
時
代
に
民
爵
が
廃
れ
て
い
た
た
め
、
賜
爵
が
爵
制

の
等
級
に
拠
っ
て
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
列
侯
に
封

じ
ら
れ

る
者
が
い
な
く
な

っ
た
こ
と
、
民
爵
が
廃
れ
た
の
は
庶
民
が
軍
功
を
あ
げ
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
褒
賞
す
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
た

め
で
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

西
晋

に
つ
い
て
は
、
『
巫日
書
』
巻
三
武
帝
紀
に
、
泰
始
元
年

(二
六
五
)
十
二
月
丙
寅
に
司
馬
炎
が
皇
帝

の
位
に
即
き
告
代
祭
天
の
儀
礼

を
終
え
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

於
是
大
赦
、
改
元
。
賜
天
下
爵
人
五
級
、
螺
寡

・
孤
濁
不
能
自
存
者
穀
人
五
斜
。

と
あ
り
、
庶
民
に
民
爵

「
五
級
」
が
賜
与
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
国
家

の
慶
事
に
際
し
て

一
般
庶
民
に
民
爵
が
賜
与
さ

れ
る
場
合
、
前
漢
で
は
ほ
と
ん
ど

一
級
で
あ
り
、
後
漢
で
は
二
級
で
あ

っ
た

。
さ
ら
に
、
後
掲
附
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
曹
魏
に
お

い
て
も
庶
民
に
賜
爵
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
二
級
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
右
は
西
晋
に
民
爵
賜
与
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
唯

一
の
事
例
で
あ
る

(後
掲
附
表
参
照
)。
こ
う
し
た
こ
と
を
、
こ
の
と
き
民
爵
が

「五
級
」
も
賜
与
さ

れ
て
い
る
こ
と
及
び

当
該
時

代
に
こ
れ
以
後
民
爵
が
賜
与
さ
れ
た
事
例
が
な
い
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
民
爵
賜
与
は
す
で
に
西
晋
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に

王
朝
交
代
を
告
げ
る
儀
礼
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。



東
晋

に
つ
い
て
は
、
『
晋
書
』
巻
七

一
熊
遠
伝
に
、
元
帝

の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

及
中
興
建
、
帝
欲
賜
諸
吏
投
刺
観
進
者
加
位
二
等
、
百
姓
投
刺
者
賜
司
徒
吏
、
凡
二
十
絵
萬
。
遠
以
爲
、
秦
漢
因
赦
賜
爵
、
非
長
制
也
。

今
案
投
刺
者
不
濁
近
者
情
重
、
遠
者
情
輕
。
可
依
漢
法
例
、
賜
天
下
爵
、
於
恩
爲
普
、
無
偏
頗
之
失
。
可
以
息
検
簸
之
煩
、
塞
巧
儒
之

端
。
帝
不
從
。

と
あ
り
、
秦
漢
に
倣

っ
て
民
爵
を
賜
与
す
る
よ
う
に
勧
め
た
熊
遠
の
上
言
に
対
し
て
、
元
帝
は
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た

こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

後
掲
附
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
該
時
代
に
は
、
そ
の
末
に
桓
玄
が
纂
位
し
た
と
き
を
除
け
ば

(,
)、
民
爵

賜
与
は

一
度
も
行
わ

れ
な
か

っ
た
。

以
上

の
考
察
よ
り
、
曹
魏
に
民
爵
が
廃
れ
て
い
た
こ
と
、
西
晋
に
は
司
馬
炎
即
位

の
と
き
の
み
民
爵
賜
与
が
行
わ
れ
以
後
は
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
東
晋
に
は
そ
の
末
に
桓
玄
が
寡
位
し
た
と
き
を
除

い
て
民
爵
は
賜
与
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
は
魏

晋
に
お

い
て
は
、
民
爵
賜
与
が
王
朝
交
代
を
告
げ
る
儀
礼
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
民
爵
は
廃
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
王
藥
は
先
に
引
い
た

『太
平
御
覧
』
所
載

の

「爵
論
」
の

中
で
、
民
爵
が
廃
れ
た
の
は
、
庶
民
が
軍
功
に
よ
り
褒
賞
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
庶
民
は
軍

功
に
よ
り
褒
賞
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
こ
の
点
に

つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

周
知

の
よ
う
に
、
後
漢
末
か
ら
曹
魏
に
か
け
て
、
民
の
流
寓
逃
亡
や
彼
ら
の
大
家
豪
族

へ
の
蔭
附
に
よ
り
、
常
備
軍

の
母
体
を

一
般
庶
民

に
置
く

こ
と
が
困
難
と
な

っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
か
ら
、
兵
戸
制
が
生
ま
れ

(,)、
軍
事
力
の
主
体
は

一
般
庶
民
か
ら
兵
戸
に
移

っ
た
。

結
果
、

王
朝
が
庶
民
に
求
め
る
最
大
の
も
の
は
、
兵
役
で
は
な
く
税
役
の
義
務
と
な

っ
た

(,
}。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
庶
民
が
軍
功
に
よ

り
褒
賞
さ
れ
な
く
な

っ
た
の
は
、
国
軍
の
主
力
を
庶
民
に
求
め
て
い
た
兵
制
の
崩
壊
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
兵
戸
制
の
成
立
と
に
よ
っ
て
、
庶

民
が
兵
士
と
な

っ
て
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

っ
て
い
た
こ
と
が
原
因
の

一
つ
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
南
朝
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
の
慶
事
に
際
し
て
行
わ
れ
る
賜
爵
は
漢
代
よ
り
も
南
朝
の

方
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
『
宋
書
』
巻
八
二
周
朗
伝
所
載
の
周
朗
の
上
書
の
中
に
、



農
桑
者
、
實
民
之
命
、
爲
國
之
本
。
有

一
不
足
、
則
禮
節
不
興
。
…
…
田
非
膠
水
、
皆
播
凄
救
、
地
堪
滋
養
、
悉
薮
綜
麻
。
蔭
巷
縁
藩
、

必
樹
桑
柘
、
列
庭
接
宇
、
唯
植
竹
栗
。
若
此
令
既
行
、
而
善
其
事
者
、
庶
民
則
叙
之
以
爵
、
有
司
亦
從
而
加
賞
。
…
…
又
亡
者
齪
郊
、

饅
人
盈
旬
。
皆
是
不
爲
其
存
計
、
而
任
之
遷
流
、
故
鱗
寒

一
至
、
慈
母
不
能
保
其
子
。
欲
其
不
爲
冠
盗
、
豊
可
得
邪
。
…
今
自
江
以
南
、

在
所
皆
穰
、
有
食
之
庭
、
須
官
興
役
。
宜
募
遠
近
能
食
五
十
口
一
年
者
、
賞
爵

一
級
。
不
過
千
家
、
故
近
食
十
萬

口
　
。
使
其
受
食
者
、

悉
令
就
佃
潅
南
、
多
其
長
帥
、
給
其
糧
種
。

と
あ
り
、
勧
農
政
策
の

一
環
と
し
て
、
農
本
に
務
め
た
庶
民
に
賜
爵
を
行
う
こ
と
、
北
魏
と
国
境
を
接
す
る
潅
南
地
域

に
お
い
て
粟
糧
の
不

足
を
補

う
た
め
に
納
粟
者
を
募
集
し
、
彼
ら
に
民
爵

一
級
を
賜
与
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
周
朗
の
上
書
は
、

書
奏
杵
旨
、
自
解
去
職
。

と
あ
る
よ
う
に
、
孝
武
帝
の
意
に
添
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
と
南
朝
に
お
い
て
民
爵
が
頻
繁
に
賜
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
を

合
わ
せ
考
え
る
と
、
周
朗
の
議
論
は
当
時
多
く
の
庶
民
が
民
爵
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
南
朝
に
お
い
て
民
爵

賜
与
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
『
魏
書
』
巻
七
下
高
祖
紀
下
に
、
太
和
十
七
年

(四
九
三
)
十
月
乙
未
の
詔
を
載
せ
て
、

京
師
及
諸
州
從
戎
者
賜
爵

一
級
、
磨
募
者
加
二
級
、
主
將
加
三
級
。

と
あ
り
、
南
朝
の
民
爵
制
度
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
北
魏
の
孝
文
帝

が
、
庶
民
の
軍
功
に
対
す
る
褒
賞

と
し
て
民
爵
を
賜
与

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
朝
に
お
い
て
も
北
魏
の
孝
文
帝
の
と
き
と
同
様
に
、
庶
民
の
軍
功
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
民
爵
賜
与
が
行
わ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
南
朝
に
お
い
て
民
爵
賜
与
は
ど
の
よ
う
な
狙
い
を
以
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
で
魏
晋
に
お
い
て
民
爵
が
廃
れ
た
の
は
、

国
軍
の
主
力
を
庶
民
に
求
め
て
い
た
兵
制
の
崩
壊
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
兵
戸
制
の
成
立
と
に
よ

っ
て
、
庶
民
が
兵
士
と
な

っ
て
戦
争
に
参
加

す
る
こ
と
が
少
な
く
な

っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
兵
戸
制
は
、
東
晋
末
か
ら
劉
宋
初
め
に
か
け
て
崩
壊
し
、
そ

の
の
ち
は
募
兵
が
軍
事
力

の
主
体
に
な

っ
て
い
き
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
臨
時
的
に
徴
兵
が
行
わ
れ
た

。

こ
れ
と
と
き
を
同
じ
く



し
て
、
南
朝
に
お
い
て
民
爵
賜
与
が
、
漢
代
よ
り
も
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
庶
民
の
戦
争
参
加
と
そ
れ
に
対
す
る
褒
賞
と
い
っ
た
点
か
ら
考
察
す
る
。

南

朝
の
募
兵
は
、
兵
戸
の
よ
う
な
特
殊
な
階
層
の
者
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『宋
書
』
巻

一
九
何

承
天
伝
に
は
、
元
嘉

十
九
年

(四
四
二
)
に
何
承
天
が
、
対
北
魏
策
に
つ
い
て
述
べ
た
上
表
文
を
載
せ
て
、

有
急
之
日
、
民
不
知
戦
、
至
乃
廣
延
賞
募
、
奉
以
厚
秩
、
獲
遽
奔
救
、
天
下
騒
然
。

と
あ

り
、
『宋
書
』
巻
六
三
沈
演
之
伝
附
勃
伝
に
、
明
帝

の
泰
始
中

の
こ
と
と
し
て
、

時
欲
北
討
、
使
勃
還
郷
里
募
人
。

と
あ

り
、
『南
斉
書
』
巻
五
七
魏
虜
伝
に
、
武
帝
の
永
明
十

一
年

(四
九
三
)、
北
魏
の
孝
文
帝
が
徐
、
予
の
二
州
に
侵
攻
し
て
き
た
と
き

の
こ
と
を
載
せ
て
、

世
祖
獲
揚

・
徐
州
民
丁
、
廣
設
召
募
。

と
あ
る
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
南
朝
の
募
兵
の
兵
源
は
庶
民
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
当
該
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
徴
兵
の
兵
源
も
ま
た
庶
民
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
元
嘉
二
十
七
年

(四
五
〇
)
に
文
帝
が
大
挙

し
て
北
伐
を
行

っ
た
際
、
国
箋
付
近
の
南
克
州
に
お
い
て
、
当
時

「三
五
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
庶
民
を
対
象
に
有
名
な
七
条
徴
発

を

行

っ
た

こ
と
や
、
『南
斉
書
』
巻
四
四
沈
文
季
伝
に
、
南
斉
武
帝
の
永
明
三
年

(四
八
五
)
冬
に
、
唐
寓
之
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
き
の
こ

と
を
記
し
て
、

寓
之
至
銭
塘
、
銭
塘
令
劉
彪

・
戌
主
竈
僧
貴
遣
隊
主
張
粁
於
小
山
拒
之
。
力
不
敵
、
職
敗
。
寓
之
進
抑
浦
登
岸
、
焚
郭
邑
、
彪
棄
縣
走
。

(沈
)
文
季
又
獲
呉

・
嘉
興

・
海
監

・
監
官
民
丁
救
之
。

と
あ
り
、
『南
斉
書
』
巻
五
八
蛮
伝
に
、
永
明
九
年
の
こ
と
と
し
て
、

安
隆
内
史
王
僧
旭
獲
民
丁
、
遣
寛
城
戌
主
萬
民
和
、
助
八
百
丁
村
蟹
、
伐
千
二
百
丁
村
蟹
。

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
六
明
帝
紀
に
、
北
魏
の
孝
文
帝
が
明
帝
の
建
武
二
年

(四
九
五
)
三
月
戊
申
の
詔
を
載
せ
て
、



南

徐
州
僑
菖
民
丁
、
多
充
戎
旅
、
蜀
今
年
三
課
。

と
あ
っ
て
、
対
北
朝
戦
の
ほ
か
に
も
、
内
乱
の
鎮
圧
や
蛮
の
討
伐
に
際
し
て
、
庶
民
を
対
象
に
徴
兵
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
確
認
で

き
る
。

以
上

の
考
察
よ
り
、
募
兵
に
し
て
も
徴
兵
に
し
て
も
そ
の
兵
源
は
庶
民
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
政
府
は
募
兵
あ
る
い
は
徴
兵

に
応
じ
、
軍
功
を
あ
げ
た
庶
民
に
対
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
褒
賞
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
で
、
庶
民
の
軍
功

に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
民
爵
が
賜
与
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
『
宋
書
』
巻
九
五
索
虜
伝
に
、
文
帝
の

元
嘉
二
十
七
年

(四
五
〇
)
十
二
月
に
北
魏
の
太
武
帝
が
南
下
し
て
き
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

購
能
斬
佛
狸
伐
頭
者
、
封
八
千
戸
開
國
縣
公
、
賞
布
絹
各
萬
匹
、
金
銀
各
百
斤
。
斬
其
子
及
弟

・
偽
相

・
大
軍
主
、
封
四
百
戸
開
國
縣

侯
、
布
絹
各
五
千
疋
。

と
あ
り
、
同
書
巻
七
九
寛
陵
王
誕
伝
に
、
孝
武
帝
の
大
明
二
年

(四
五
八
)
四
月
に
寛
陵
王
誕
が
広
陵
城
で
反
乱
を
起

こ
し
た
と
き
の
こ
と

を
伝
え
て
、

上

(孝
武
帝
)
遣
送
章
二
紐
、
其

一
日
、
寛
陵
縣
開
國
侯
、
食
邑

一
千
戸
、
募
賞
禽
誕
。
其
二
日
、
建
興
縣
開
國
男
、
三
百
戸
、
募
賞

先
登
。

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
八
四
郵
碗
伝
に
、
晋
安
王
子
助
が
明
帝
と
争

っ
た
と
き
に
、
子
助
に
仕
え
て
い
た
郵
碗
が
首
都
建
康
に
宛
て
た
激
文

を
載
せ

て
、

購

太
宗
萬
戸
侯
、
布
絹
二
萬
匹
、
金
銀
五
百
斤
。
其
鯨
各
有
差
。

と
あ
り
、
同
書
巻
八
七
股
瑛
伝
に
、
明
帝
の
泰
始
二
年

(四
六
六
)
正
月
に
、
股
瑛
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

時
徐
州
刺
史
醇
安
都
亦
擦
彰
城
反
。
募
能
生
禽
瑛

・
安
都
、
封
千
戸
縣
侯
、
賜
布
絹
各
二
千
匹
。

と
あ
り
、
同
書
巻
八
四
孔
観
伝
に
、
同
年
同
月
に
会
稽
太
守

の
孔
観
と
呉
郡
太
守

の
顧
環
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
き
の

こ
と
を
伝
え
て
、

購
生
禽
観
千
五
百
戸
開
國
縣
侯
。
生
檎
環
千
戸
開
國
縣
侯
。
斬
送
者
半
賞
。



と
あ
り
、
同
書
巻
七
四
沈
仮
之
伝
に
、
順
帝
の
昇
明
元
年

(四
七
七
)
に
沈
仮
之
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

時
齊
王
輔
政
、
遣
衆
軍
西
討
。
尚
書
符
征
西
府
日
、
…
…
能
斬
送
仮
之
首
、
封
三
千
戸
縣
公
、
賜
布
絹
各
五
千
匹
。

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
三
十
八
薫
穎
冑
伝
に
、
東
昏
侯
の
永
元
二
年

(五
〇
〇
)
十
二
月
に
薫
穎
冑
と
夏
侯
祥
が
京
邑

の
百
官
や
諸
州
郡

の
牧
守

に
宛
て
た
激
文
を
載
せ
て
、

激
到
之
日
、
有
能
斬
送

(梅
)
贔
見

・
(如
)
法
珍
首
者
、
封
二
千
戸
開
國
縣
侯
。

と
あ
り
、
『南
史
』
巻
八
十
侯
景
伝
に
、
武
帝
の
太
清
二
年

(五
四
八
)
八
月
に
、
侯
景
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
き
の
詔
勅
を
載
せ
て
、

斬
景
者
不
問
南
北
人
同
賞
封
二
千
戸
兼

一
州
刺
史
。

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
五
元
帝
紀
に
、
太
宝
三
年

(五
五
二
)
二
月
に
薫
繹

(の
ち
の
元
帝
)
が
四
方
に
発
し
た
激
文
を
載
せ
て
、

有

能
縛
侯
景
及
送
首
者
、
封
萬
戸
開
國
公
、
絹
布
五
萬
匹
。

と
あ
っ
て
、
通
常
の
軍
功
に
対
し
て
民
爵
賜
与
を
行
う

一
方
で
、
敵
大
将
の
首
を
斬

っ
た
り
捕
虜
に
し
た
り
す
る
な
ど

の
大
功
を
あ
げ
た
兵

士
に
は
、
そ
の
褒
賞
と
し
て
封
爵
を
賜
与
す
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
兵
士
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
、
『宋
書
』
巻
六
五
劉
道
産
伝
附
道
錫
伝
に
、
文
帝
の
元
嘉
十
八
年

(四
四

一
)
の
こ
と

と
し
て
、
巴
西
、
梓
撞
の
二
郡
に
氏
が
侵
攻
し
て
き
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

(劉
)
道
産
弟
道
錫
、
巴
西

・
梓
撞
二
郡
太
守
。
…
初
、
氏
冠
至
、
城
内
衆
寡
、
道
錫
募
吏
民
守
城
。
復
租
布
二
十
年
。

と
あ
り
、
『南
史
』
巻
七
〇
郭
祖
深
伝
に
は
、
梁
の
武
帝

の
と
き
の
郭
祖
深
の
上
書
を
載
せ
て
、

此
勧
人
投
化
之
始
、
但
有

一
身
。
及
被
任
用
、
皆
募
部
曲
。
而
揚

・
徐
之
人
、
逼
以
衆
役
、
多
投
其
募
、
利
其
貨
財
。

と
あ

っ
て
、
庶
民
が
募
に
応
じ
て
兵
士
と
な

っ
た
場
合
、
そ
の
褒
賞
と
し
て
、
租
税
を
復
除
し
た
り
、
貨
財
を
支
給
し
た
り
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。

た
だ
、
租
税
の
復
除
と
貨
財
の
支
給
が
約
束
ど
お
り
に
実
施
さ
れ
得
た
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
と
す
べ
き
で
あ

る
。

周
知

の
よ
う
に
、
東
晋
で
は
、
北
方
に
五
胡
政
権
、
国
内
に
は
動
揺
し
が
ち
な
豪
族
、
さ
ら
に
は
税
役
に
疲
弊
し
た
庶

民
を
抱
え
て
お
り
、

な
か
で
も
、
対
五
胡
戦
に
か
か
る
費
用
は
膨
大
な
も
の
で
あ

っ
た

(B
)。

こ
の
こ
と
は
、
南
朝
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
『
通
典
』
巻
七
食



貨
典
の
歴
代
盛
衰
戸
口
の
条
に
、
文
帝
の
元
嘉
二
十
七
年

(四
五
〇
)
の
こ
と
と
し
て
、

後
魏
主
太
武
帝
以
数
十
萬
南
伐
。
河
上
屯
戌
、
相
次
覆
敗
。
魏
師
至
瓜
歩
而
還
。
宋
之
財
力
、
自
此
衰
耗
。

と
あ
り
、
『南
斉
書
』
巻
五
四
顧
歓
伝
に
、
南
斉

の
明
帝

の
と
き
、
当
時
員
外
散
騎
侍
郎

で
あ
っ
た
劉
思
効
の
上
表
を
載
せ
て
、

宋
自
大
明
以
來
、
漸
見
凋
弊
、
徴
賦
有
増
於
往
。
天
府
尤
貧
於
昔
。
兼
軍
警
屡
興
、
傷
夷
不
復
。
戌
役
残
丁
、
儲
無
半
救
、
小
民
傲
傲
、

無
樂
生
之
色
。

と
あ
り
、
『
梁
書
』
三
八
賀
環
伝
に
、
梁
の
武
帝
の
普
通
中
の
賀
環
の
上
奏
を
載
せ
て
、

自

征
伐
北
墳
、
努
藏
空
虚
。

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
六
後
主
紀
の
史
臣
日
の
条
に
、
陳
の
宣
帝
の
と
き
の
こ
と
を
記
し
て
、

奄
有
准

・
洒
、
戦
勝
攻
取
之
勢
、
近
古
未
之
有
也
。
既
而
君
修
民
勢
、
將
驕
卒
堕
、
幣
藏
空
端
。

と
あ

っ
て
、
南
朝
の
諸
国
家
が
対
北
朝
戦
の
た
め
に
、
し
ば

し
ば
財
政
難
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
『
宋
書
』
巻

九
後
廣
帝
紀
に
、
後
廃
帝

の
元
徽
四
年

(四
七
六
)
二
月
乙
未
の
虞
玩
之
の
上
表
を
載
せ
て
、

天
府
虚
散
、
垂
三
十
年
。
江

・
荊
諸
州
、
税
調
本
少
。
自
頃
以
來
、
軍
募
多
乏
。

と
あ
る
よ
う
に
、
租
税
の
徴
収
が
あ
ま
り
見
込
ま
れ
な
い
江
州
や
荊
州
な
ど
で
は
、
定
数
ど
お
り
に
募
兵
を
行
う
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ

た
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
募
兵
に
対
し
て
、
頻
繁
に
租
税
の
復
除
や
貨
財
の
支
給
を
行
う
体
力
は
当
時
の
国
家
に
は
期
待
で
き
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
民
爵
賜
与
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
い
た

『芸
文
類
聚
』
巻
五

一
封
爵
部
の

『爵
論
』
の
侠
文
に
、
民
爵
に
功
労

を
あ
げ

た
庶
民
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
に
、

以
貨
財
爲
賞
者
、
不
可
供
。
以
復
除
爲
賞
者
、
租
税
損
減
。
以
爵
爲
賞
者
、
民
勧
而
費
省
。

と
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
軍
功
を
あ
げ
た
庶
民
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
、
貨
財
の
支
給
と
租
税
の
復
除
を
行

っ
た
場
合
、
財
政
的
負
担
が
大
き

い
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
民
爵
を
賜
与
し
た
場
合
は
、
前
二
者
と
同
じ
効
果
が
期
待
で
き
る
う
え
に
軍
事
費
を
省
く

こ
と
も
で
き
る
と
し



本

節

で

は
、

魏

晋

南

朝

に

お

け

る

民

爵

賜

与

と

籍

田
儀

礼

3

と

の
関

係

に

つ
い

て
考

察

を

行

う

。

ま
ず

、

論

の
展

開

の
都
合

上

、

魏

晋
南

朝

が

籍

田
儀

礼

を

行

う

場

合

、

範

と

し

た
漢

代

の

籍

田

儀

礼

に

つ
い

て
従

来

の
見

解

を

踏

ま

え

つ

つ
考

察

し

て

お

く
。

「
は

じ

め

に

」

で
述

べ

た

よ

う

に

、

籾

山

氏

は
、

民
爵

と

は

本

来

生

命

を

賭

し

て
獲

得

す

べ
き

褒

賞

で

あ

る

と

し

、

民

爵

を
無

償

で
庶

民

男

子

に

賜

与

す

る

こ
と

は
、

軍

事

的

奉

仕

を

期

待

す

る

こ

と

で
あ

る

と
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
説

に

つ
い

て
は

、

私

も

基

本

的

に
賛

同

す

る

も

の

で
あ

る

。

た

だ

、

そ

の
場

合

、

『
漢

書

』

巻

一
〇

成

帝

紀

に
、

建

始

三

年

(
前

三

〇

)

三

月

の

こ
と

と

し

て
、

赦

天

下
徒

。

賜
孝

弟

・
力

田
爵

二
級

。

と

あ

り

、

同

書

同

巻

に

、

河

平

四
年

(前

二

五
)

正

月

の

こ

と

と

し

て
、

匈
奴
単
于

來

朝

。

赦

天

下
徒

、

賜
孝

弟

・
力

田
爵

二
級

。

と

あ

る

よ

う

に

、

な

ぜ

、

国

家

の
慶

事

に

際

し

て

、

「孝

悌

」
、

「力

田

」

に
対

し

て

民

爵

が

賜
与

さ

れ

る

の

か

、

あ

る

い
は

、

『
後

漢

書

』

巻

二
明

帝

紀

に
、

中

元

二
年

(
五

七
)

の

こ
と

と

し

て
、

二
月

戊

戌

、

即

皇

帝

位

。

…
夏

四

月

丙

辰

、

…

賜

天

下

男

子
爵

人

二
級

、

三

老

・
孝

悌

・
力

田
人

三

級

。

と
あ

り
、

同
書

同
巻

に
、

永

平

三

年

(
六

〇

)

二

月

甲

子

の

こ
と

と

し

て
、

立

貴

人

馬
氏

爲

皇

后

、

皇

子
姐

爲

皇

太

子

。

賜

天

下

男

子

爵

人

二
級

、

三

老

・
孝

悌

・
力

田
人

三

級

。

と
あ

り
、

同
書

巻

三
章

帝

紀

に

、
建

初

三

年

(
七

八

)

三

月

癸

巳

の

こ
と

と

し

て
、

て
い
る
。

以
上

の
考
察
よ
り
、
対
北
魏
戦
な
ど
の
た
め
に
し
ば
し
ば
財
政
難
に
陥

っ
て
い
た
南
朝
の
諸
国
家
は
、
そ
の
膨
大
な
軍
事
費
を
省
く
狙
い

も
あ

っ
て
、
庶
民
の
軍
功
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
民
爵
賜
与
を
多
く
行

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二

民

爵

賜

与

と

籍

田

儀

礼



立

貴

人

實

氏

爲

皇

后

。

賜

爵

人

二
級

、

三

老

・
孝

悌

・
力

田
人

三

級

。

と

あ

り

、

同

書

巻

四

和
帝

紀

に

、

永

元

八

年

(九

六

)

二
月

己
丑

の

こ
と

と

し

て
、

立

貴

人
陰

氏

爲

皇

后

。

賜

天

下

男

子

爵

人

二
級

、

三

老

・
孝

悌

・
力

田
三

級

。

と

あ

り

、

同

書

同

巻

に

、

元

興

元

年

(
一
〇

五

)

十

二
月

辛

未

の

こ
と

と

し

て
、

帝

崩

干
章

徳

前

殿

、

年

二
十

七

。

立

皇

子

隆

爲

皇

太

子

。

賜

天

下

男

子

爵

人

二
級

、

三

老

・
孝

悌

・
力

田
人

三

級

。

と

あ

り

、

同

書

巻

五

安

帝

紀

に

、

元

初

元

年

(
一

一
四
)

正

月

甲

子

の

こ
と

と

し

て
、

改

元

元

初
。

賜

民
爵

、

人

二
級

、

孝

悌

・
力

田
人

三

級

。

と

あ

り

、

同

書

巻

六

順

帝

紀

に

、

陽

嘉

元
年

(
=

二
二
)

正

月

乙
巳

の

こ
と

と

し

て
、

立

皇

后

梁

氏
。

賜

爵

人

二
級

、

三

老

・
孝

悌

・
力

田
人

三

級

。

と

あ

り

、

同

書

巻

九

献

帝

紀

に

、

建

安

二
十

年

(
二

一
五
)

正
月

甲

子

の

こ
と

と

し

て
、

立

貴

人

曹

氏

爲

皇

后

。

賜

天

下

男

子
爵

人

一
級

、

孝

悌

・
力

田

二
級

。

と

あ

る

よ

う

に

、

な

ぜ

、

と

き

に

は

「
三

老

」

や

「
孝

悌

」
、

「
力

田
」

に

対

し

て
、

一
般

の

庶

民

男

子

よ

り
多

く

の
爵

級

が

賜

与

さ

れ

る

こ
と

が

あ

っ
た

の
か

と

い

っ
た

疑

問

が

生

じ

る
。

鎌

田
重

雄

氏

は

、

「
三
老

」

と

は

、

郷

里

の
豪

族

の
徳

望
家

、

篤

農

家

の

こ

と

で

あ

り

、

「孝

」

と

は

、

親

に

善

く

仕

え

る
者

、

「悌

」

と

は
、

長

幼

の
序

を

弁

え

た

者

の

こ
と

で
あ

り

、

「
力

田

」

と

は

農

耕

励

精

者

の

こ
と

で
あ

る

と
さ

れ

る

。

と

す

れ
ば

、

こ

の
三

者

の
性

格

か
ら

し

て
、

な

ぜ

彼

ら

に

一
般

の
庶

民

よ

り
多

く

の
爵

級

が

賜
与

さ

れ

て

い
る

の

か
と

い
う

疑

問

つ

い
て
、

皇

帝

に

対

す

る

軍
事

的

奉

仕

と

い
う

面

か

ら

だ

け

で

は
、

説

明

し
難

い
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

彼

ら

に
対

す

る

民
爵

賜
与

に

は
、

皇

帝

に
対

す

る

軍
事

的

奉

仕

の
他

に

、

何

ら

か

の
別

の
狙

い
が

あ

っ
た

と

想

定

さ

れ

る
。

谷

口
義

介

氏

は

、

漢

代

に

お

い

て

、

「
三
老

」

以

下

の
郷

官

が

、

籍

田
儀

礼

と

深

い
関

係

に

あ

っ
た

こ

と
、

神

農

を

主

神

と

す

る
当

該

時

代

の
籍

田

儀

礼

は

、

牛

の
生

産

力

を

神

聖

視

す

る

民
間

の
信

仰

を

ふ

ま

え

て

い

る

こ
と

を

指

摘

し

て
お

ら

れ

る
。

と

す

れ
ば

、

国
家

が



地
域
の
有
力
者
を

「三
老
」
以
下
の
郷
官
に
任
命
し
、
民
爵
を

一
般
の
庶
民
男
子
よ
り
多
く
賜
与
し
た
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷
里

社
会
の
農
耕
儀
礼
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
有
力
者
を
取
り
込
み
、
民
間
の
農
耕
儀
礼
を
国
家
祭
祀
の
体
系
、
秩
序
に
再
編
し
よ
う
と
す
る

狙
い
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら

に
、
「
租
」
は
も
と
も
と
祖
先
な
ど
の
祭
祀
に
供
す
る
穀
物

の
こ
と
、
「税
」
は
生
産
物
の
う
ち

一
定
の
割
合

を
上
納
さ
せ
た

こ
と

を
意
味

し
、
の
ち
に
、
「租
」
も

「税
」
も
互
い
に
通
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
や
、
『漢
旧
儀
』
に
、
前
漢
に
お
け
る
籍
田
儀
礼
の

儀
式
次
第
を
載
せ
て
、

春

始
東
耕
於
籍
田
、
官
祠
先
農
。
先
農
即
神
農
炎
帝
也
。
祠
以

一
太
牢
、
百
官
皆
從
。
大
賜
三
輔
二
百
里
孝
悌

・
力
田

・
三
老
吊
、
種

百
穀
萬
斜
。
爲
立
籍
田
倉
、
置
令

・
丞
。
穀
皆
以
給
祭
天
地

・
宗
廟

・
華
神
之
祀
、
以
爲
棄
盛
。
皇
帝
躬
乗
来
紹
而
耕
、
古
爲
旬
師
官
。

と
あ
り
、
籍
田
の
収
穫
物
を

「祭
天
地

・
宗
廟

・
華
神
之
祀
」
の
費
用
に
供
し
た
こ
と
を
伝
え
、
『
後
漢
書
』
巻
二
明
帝
紀
に
、
永
平
十
三

年

(七
〇
)
二
月
の
こ
と
と
し
て
、

帝

耕
於
籍
田
。
禮
畢
、
賜
観
者
食
。

と
あ
る

こ
と
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
漢
代
の
籍
田
儀
礼
に
は
、
国
家
が
祭
祀
の
費
用
に
供
す
る
こ
と
を
名
目
と
し

て
、
田
租
を
徴
収
す

る
こ
と

の
正
統
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

籍
田
儀
礼
が
、
右

の
よ
う
な
性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
に
と

っ
て
極
め
て
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ

い
て
、
『
後
漢
書
』
巻
六

一
黄
瑳
伝
に
、

自
帝
即
位
以
後
、
不
行
籍
田
之
禮
。
瑳
以
國
之
大
典
不
宜
久
廣
、
上
疏
奏

日
、
自
古
聖
帝
哲
王
、
莫
不
敬
恭
明
祀
、
増
致
福
祥
。
故
必

躬
郊
廟
之
禮
、
親
籍
田
之
勤
、
以
先
皐
萌
、
率
勧
農
功
。
昔
周
宣
王
不
籍
千
畝
、
號
文
公
以
爲
大
機
、
卒
有
姜
戎
之
難
、
終
損
中
興
之

名
。
籍
見
陛
下
遵
稽
古
之
鴻
業
、
睦
度
粛
以
磨
天
、
順
時
奉
元
、
懐
柔
百
神
、
朝
夕
鰯
塵
埃
於
道
路
、
書
暮
蛉
庶
政
以
即
人
。
錐
詩
詠

成

湯
之
不
怠
逞
、
書
美
文
王
之
不
暇
食
、
誠
不
能
加
。
今
廟
祀
適
関
、
而
祈
穀
契
齋
之
事
、
近
在
明
日
。
臣
恐
左
右
之
心
、
不
欲
屡
動

聖
躬
、
以
爲
親
耕
之
禮
、
可
得
而
廣
。
臣
聞
先
王
制
典
、
籍
田
有
日
、
司
徒
威
戒
、
司
空
除
壇
。
先
時
五
日
、
有
協
風
之
磨
、
王
即
齋



宮

、
饗
醗
載
来
、
誠
重
之
也
。
自
癸
巳
以
來
、
傍
西
北
風
、
甘
澤
不
集
、
寒
涼
尚
結
。
迎
春
東
郊
、
既
不
躬
親
、
先
農
之
禮
、
所
宜
自

勉
、
以
逆
和
氣
、
以
致
時
風
。
易
日
、
君
子
自
強
不
息
。
斯
其
道
也
。
書
奏
、
帝
從
之
。

と
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
民
爵
制
度
が
廃
れ
た
魏
晋
に
お
い
て
、
籍
田
儀
礼
の
施
行
状
況
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
曹
魏
に

つ
い
て
は
、
『
晋

書
』
巻

一
九
礼
志
上
に
、

禮
、
孟
春
之
月
、
乃
揮
元
辰
、
天
子
親
載
来
紹
、
措
之
干
参
保
介
之
御
間
、
帥
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
躬
耕
帝
籍
。
至
秦
滅
學
、
其
禮
久

廣
。
漢
文
帝
之
後
、
始
行
斯
典
。
魏
之
三
祖
、
亦
皆
親
耕
籍
田
。

と
あ
り
、
同
書
巻

一
九
禮
志
上
に
、

魏
氏
錐
天
子
耕
籍
、
藩
鎭
闘
諸
侯
百
畝
之
禮
。

と
あ
っ
て
、
魏
の
三
祖
す
な
わ
ち
武
帝
、
文
帝
、
明
帝
が
そ
れ
ぞ
れ
籍
田
儀
礼
を
行

っ
た
が
、
地
方
の

「藩
鎮
」
(地
方
長
官
)

は
、
曹

魏
に
対
す
る
服
属
を
示
す

「諸
侯
百
畝
之
禮
」
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら

に
、
『
魏
志
』
巻
八
公
孫
度
伝
に
、
初
平
元
年

(
一
九
〇
)
、
遼
東
の
有
力
豪
族
で
あ
る
公
孫
度
が
、
自
立
の
意
志
を
示
し
た
と
き

の
こ
と
を
伝
え
て
、

自
立
爲
遼
東
侯

・
平
州
牧
,
追
封
父
延
爲
建
義
侯
。
立
漢
二
祖
廟
、
承
制
設
壇
琿
於
裏
平
城
南
、
郊
祀
天
地
、
籍
田
、
治
兵
、
乗
鷺
路
、

九
旛
、
施
頭
羽
騎
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
、
公
孫
度
は
、
董
卓
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
献
帝
か
ら
の
自
立
の
意
志
を
顕
示
す
る
た
め
に
、
郊
祀

と
並
ん
で
籍
田

儀
礼
を
行

っ
て
い
る
。

以
上

の
考
察
よ
り
、
当
該
時
代
の
地
方
長
官
は
、
曹
魏

へ
の
服
属
を
示
す

「諸
侯
百
畝
之
禮
」
を
行
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
西
晋
に

つ
い
て
で
あ
る
。
『
晋
書
』
巻

一
九
礼
志
上
に
、
武
帝
の
泰
始
四
年

(二
六
八
)
の
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

有

司
奏
、
始
耕
祠
先
農
、
可
令
有
司
行
事
。
詔
日
、
夫
國
之
大
事
、
在
祀
與
農
。
是
以
古
之
聖
王
、
躬
耕
帝
籍
、
以
供
郊
廟
之
棄
盛
、



且
以
訓
化
天
下
。
近
世
以
來
、
耕
籍
止
於
数
歩
之
中
、
空
有
慕
古
之
名
、
曾
無
供
祀
訓
農
之
實
、
而
有
百
官
車
徒
之
費
。
今
修
千
畝
之

制
、
當
與
華
公
卿
士
躬
稼
稿
之
顛
難
、
以
率
先
天
下
。
主
者
詳
具
其
制
、
下
河
南
、
庭
田
地
於
東
郊
之
南
、
洛
水
之
北
。
若
無
官
田
、

随
宜
便
換
、
而
不
得
侵
人
也
。
於
是
乗
輿
御
木
轄
以
耕
、
以
太
牢
祀
先
農
。
自
恵
帝
之
後
、
其
事
便
康
。

と
あ
り
、
武
帝
の
と
き
籍
田
儀
礼
が
行
わ
れ
た
が
、
次
の
恵
帝
以
降
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

東
晋

に
つ
い
て
は
、
同
書
同
巻
に
、

江
左
元
帝
將
修
耕
籍
。
尚
書
符
問
、
籍
田
至
尊
磨
躬
祠
先
農
不
。
賀
循
答
、
漢
儀
無
正
有
至
尊
磨
躬
祭
之
文
、
然
則
周
禮
王
者
祭
四
望

則
詫
冤
、
祭
社
稜
五
祀
則
稀
星
、
以
此
不
爲
無
親
祭
之
義
也
。
宜
立
雨
儀
注
。
賀
循
等
所
上
儀
注
又
未
詳
允
、
事
寛
不
行
。
後
哀
帝
復

欲

行
其
典
、
亦
不
能
遂
。

と
あ
り
、
同
書
巻
五
六
江
統
伝
附
彫
伝
に
、
哀
帝
が
即
位
し
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

(帝
)
欲
躬
自
籍
田
。
彫
並
以
爲
禮
履
日
久
、
儀
注
不
存
、
中
興
以
來
所
不
行
、
謂
宜
停
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
元
帝
と
哀
帝
の
と
き
に
籍
田
儀
礼
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ

っ
た
が
、
結
局
実
現
し
な
か

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

以
上

の
考
察
よ
り
、
魏
晋
に
お
い
て
、
籍
田
儀
礼
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
魏
晋
で
は

民
爵
賜
与
も
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
民
爵
賜
与
と
籍
田
儀
礼
に

一
定
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
右
の
見
解
を
裏
付
け

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

。

で
は
、
民
爵
賜
与
が
再
び
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
南
朝
に
お
い
て
、
籍
田
儀
礼
の
施
行
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
宋
書
』
巻

一
四

礼
志

一
に
、
劉
宋
文
帝
の
元
嘉
二
十
年

(四
四
三
)
に
、

太
祖
將
親
耕
、
以
其
久
廣
、
使
何
承
天
撰
定
儀
注
。
史
學
生
山
謙
之
已
私
鳩
集
、
因
以
奏
聞
。
乃
下
詔
日
、
…
古
者
從
時
豚
土
、
以
訓

農
功
、
躬
耕
帝
籍
、
敬
供
棄
盛
。
仰
謄
前
王
、
思
遵
令
典
、
便
可
量
庭
千
畝
、
考
卜
元
辰
。
朕
當
親
率
百
辟
、
致
禮
郊
旬
。
庶
幾
誠
素
、

奨
被
斯
民
。
於
是
勘
酌
衆
條
、
造
定
圖
注
。
先
立
春
九
日
,
尚
書
宣
振
内
外
、
各
使
随
局
從
事
。
…
孟
春
之
月
、
揮
上
辛
後
吉
亥
日
、



御
乗
耕
根
三
蓋
車
、
駕
蒼
駆
、
青
旋
、
著
通
天
冠
、
青
憤
、
朝
服
青
衰
、
帯
侃
蒼
玉
。
…
車
駕
出
、
衆
事
如
郊
廟
之
儀
。
…
宋
太
祖
東

耕
後
、
乃
班
下
州
郡
縣
、
悉
備
其
禮
焉
。

と
あ

っ
て
、
翌
二
十

一
年
の
正
月
最
初
の
辛
の
後
の
亥
の
日
に
、
魏
晋
で
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
籍
田
儀
礼
を
行

っ
た
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
蓼
。
こ
こ
に
、
「尚
書
宣
撮
内
外
、
各
使
随
局
從
事
。
」
と
あ
る
こ
と
や
、
「宋
太
祖
東
耕
後
、
乃
班
下
州
郡
縣
、
悉
備
其
禮
焉
。
」

と
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
地
方
官
衙
で
も
、
籍
田
儀
礼
の
体
系
、
秩
序
の
下
に
あ
る
農
耕
儀
礼
を
実
施
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。ま

た
、
『
宋
書
』
巻
六
孝
武
帝
紀
に
、
大
明
四
年

(四
六
〇
)
正
月
乙
亥
の
こ
と
と
し
て
、

車
駕
躬
耕
籍
田
。
大
赦
天
下
。
尚
方
徒
繋
及
通
租
宿
債
、
大
明
元
年
以
前
、

一
皆
原
除
。
力
田
之
民
、
随
才
随
用
。
孝
悌
義
順
、
賜
爵

一
級
。
孤
老
貧
疾
、
人
穀
十
斜
。
籍
田
職
司
、
優
沽
普
賓
。
百
姓
乏
糧
種
、
随
宜
貸
給
。
吏
宣
勧
有
章
者
、
詳
加
褒
進
。

と
あ
り
、
同
書
巻
八
明
帝
紀
に
、
泰
始
五
年

(四
六
九
)
正
月
癸
亥
の
こ
と
と
し
て
、

車
駕
躬
耕
籍
田
。
大
赦
天
下
、
賜
力
田
爵

一
級
。

と
あ
り
、
同
書
巻
九
後
廃
帝
紀
に
、
元
徽
四
年

(四
七
六
)
正
月
己
亥
の
こ
と
と
し
て
、

車
駕
躬
耕
籍
田
、
大
赦
天
下
。
賜
力
田
爵

一
級
。
貸
貧
民
糧
種
。

と
あ
る
。
右
は
文
帝
以
降
も
ひ
き
つ
づ
き
籍
田
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
際
こ
れ
ら
の
籍

田
に
伴

っ
て
孝
悌
、

力
田
に
対
す
る
賜
爵
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
『南
斉
書
』
巻
三
武
帝
紀
に
、
永
明
四
年

(四
八
六
)
閏
正
月
癸
巳
の
こ
と
と
し
て
、

車
駕
籍
田
。
詔
日
、
夫
耕
籍
所
以
表
敬
、
親
載
所
以
率
民
。
朕
景
行
前
規
、
躬
執
良
粗
、
千
珍
成
事
、
六
稔
可
期
、
教
義
克
宣
、
誠
感

兼
暢
。
重
以
天
符
璽
睨
、
歳
月
鱗
葦
、
寳
鼎
開
玉
厘
之
祥
、
嘉
禾
獲
同
穗
之
穎
、
甘
露
凝
暉
於
塙
牧
、
神
爵
寮
姦
於
蘭
圃
。
斯
乃
宗
稜

之
慶
、
豊
寡
薄
所
錬
。
思
偉
休
和
、
章
薙
欝
阜
、
見
刑
罪
殊
死
以
下
、
悉
原
宥
。
諸
通
負
在
三
年
以
前
尤
窮
弊
者
、

一
皆
錫
除
。
孝
悌

・
力
田
、
詳
授
爵
位
、
孤
老
貧
窮
、
賜
穀
十
石
。
凡
欲
附
農
而
糧
種
闘
乏
者
、
拉
加
給
貸
、
務
在
優
厚
。
…
甲
寅
、
以
籍
田
禮
畢
、
車



駕
幸
閲
武
堂
勢
酒
小
會
、
詔
賜
王
公
以
下
在
位
者
吊
有
差
。

と
あ
り
、
『梁
書
』
巻
二
武
帝
紀
中
に
、
天
監
十
三
年

(五

一
四
)
二
月
丁
亥
に
の
こ
と
と
し
て
、

輿
駕
親
耕
籍
田
、
赦
天
下
、
孝
悌

・
力
田
賜
爵

一
級
。

と
あ
り
、
同
書
巻
三
武
帝
紀
下
に
、
普
通
四
年

(五
二
三
)
二
月
乙
亥
の
こ
と
と
し
て
、

躬
耕
籍
田
。
詔
日
、
夫
耕
籍
之
義
大
　
哉
。
棄
盛
由
之
而
興
、
禮
節
因
之
以
著
。
古
者
哲
王
成
用
此
作
。
春
言
八
政
、
致
苑
千
畝
、
公

卿
百
辟
、
恪
恭
其
儀
、
九
推
畢
禮
、
馨
香
靡
替
。
兼
以
風
雲
叶
律
、
氣
象
光
華
、
属
覧
休
辰
、
思
加
奨
勧
。
可
班
下
遠
近
、
廣
閣
良
疇
、

公
私
吠
畝
、
務
壷
地
利
。
若
欲
附
農
而
糧
種
有
乏
、
亦
加
貸
卸
、
毎
使
優
遍
。
孝
悌

・
力
田
賜
爵

一
級
。
預
耕
之
司
、
剋
日
勢
酒
。

と
あ
り
、
同
書
同
巻
に
、
中
大
通
六
年

(五
三
四
)
二
月
癸
亥
の
こ
と
と
し
て
、

輿
駕
親
耕
籍
田
、
大
赦
天
下
、
孝
悌

・
力
田
賜
爵

一
級
。

と
あ

っ
て
、
斉
梁
時
代
に
お
け
る
籍
田
儀
礼
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
孝
悌
、
力
田
に
対
す
る
民
爵
賜
与

が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
漢
代
と
同
様
に
、
当
該
時
代
に
お
い
て
も
、
民
爵
賜
与
と
籍
田
儀
礼
が
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上

の
考
察
よ
り
、
南
朝
に
お
い
て
も
、
漢
代
と
同
様
に
、
籍
田
儀
礼
と

「孝
悌
」、

「力
田
」
に
対
す
る
民
爵
賜
与
は
結
び

つ
い
て
お

り
、
そ
の
狙
い
は
、
民
間
の
農
耕
儀
礼
を
国
家
祭
祀
の
体
系
、
秩
序
に
再
編
し
、
祭
祀
の
費
用
に
供
す
る
こ
と
を
名
目
と
し
て
、
田
租
を
徴

収
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
時
代
に
お
い
て
民
爵
が
再
び
賜
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
は
、
豪
族
対
策
や
勧
農
政
策
な
ど
、
こ
の
他
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
十
分
に
解
明
で
き
な
い
部
分
が
多

々
あ
る
た
め
、
後
考
に
期
し
た
い

と
思
う
。

お

わ

り

に



本
稿
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
南
朝
に
お
い
て
、
国
家
の
慶
事
に
際
し
て
行
わ
れ
た
民
爵
賜
与
は
、
漢
代
よ
り
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。

②
曹
魏
に
民
爵
は
廃
れ
、
次
の
西
晋
に
は
司
馬
炎
即
位
の
と
き
を
最
後
と
し
て
民
爵
が
賜
与
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
あ
と
の
東
晋
に
は
そ

の
末
に
桓
玄
が
纂
位
し
た
と
き
を
除
い
て
民
爵
は
賜
与
さ
れ
な
か
っ
た
。

③
民
爵
が
廃
れ
た
の
は
、
国
軍
の
主
力
を
庶
民
に
求
め
て
い
た
兵
制
の
崩
壊
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
兵
戸
制
の
成
立
と
に
よ
っ
て
、
庶
民
が

兵
士
と
な

っ
て
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
な
り
、
軍
功
に
よ
り
褒
賞
さ
れ
る
機
会
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
の

一

つ
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
募

兵
に
し
て
も
徴
兵
に
し
て
も
そ
の
兵
源
は
庶
民
で
あ

っ
た
。

⑤
対
北
朝
戦
な
ど
の
た
め
に
し
ば
し
ば
財
政
難
に
陥

っ
て
い
た
南
朝
の
諸
国
家
は
、
そ
の
膨
大
な
軍
事
費
を
省
く
狙

い
も
あ

っ
て
、
庶
民

の
軍
功
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
民
爵
賜
与
を
多
く
行

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
漢
代
に
、
「三
老
」、

「孝
悌
」、
「力
田
」
に

一
般
の
庶
民
男
子
よ
り
多
く
の
民
爵
を
賜
与
し
た
の
は
、
民
間
の
農
耕
儀
礼
を
国
家
祭
祀

の
体
系
、
秩
序
に
再
編
し
、
祭
祀
の
費
用
に
供
す
る
こ
と
を
名
目
と
し
て
、
田
租
を
徴
収
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
魏
晋
に
は
、
民
爵
賜
与
と
同
様
に
、
籍
田
儀
礼
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か

っ
た
。

⑧
南
朝
で
は
、
劉
宋
文
帝
に
よ

っ
て
籍
田
儀
礼
が
復
活
さ
れ
、
そ
の
実
施
に
際
し
て
、
「孝
悌
」、
「力
田
」
に
対
し
て
、
民
爵
が
賜
与
さ

れ

る
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
当
該
時
代
に
お
い
て
も
、
漢
代
と
同
様
に
、
民
爵
賜
与
と
籍
田
儀
礼
が
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

右

は
、
南
朝
の
民
爵
賜
与
の
効
力
が
、
従
来

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
空
に
帰
し
た
も
の
で
は
な
く
、
当
該
時
代
の
兵
制
の
変
化
や
財
政

状
況
、
籍
田
儀
礼
の
復
活
な
ど
に
対
応
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。



(
1
)

西
嶋
定
生

『
中
国
古

代
帝

国

の
形
成
と
構
造

-
二
十
等
爵
制

の
研
究
ー
』

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六

一
年
)
、
同
氏

『
中
国
古
代

国
家
と
東

ア
ジ

ア

世
界
』

(東
京

大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
)

一
六

五
～

一
六
六
頁
、
『
ア
ジ

ア
歴
史
事
典
第
四
巻
』

(平
凡
社
、

一
九
六
〇
年
)
二
一二
一
頁
参
照
。

(2
)

増
淵
龍
夫

『新
版

中
国
古
代

の
社
会
と
国
家
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
)

五
五
頁
参
照
。

(3
)

籾
山
明

「爵
制
論

の
再
検
討
」
(『
新

し
い
歴
史
学

の
た
め
に
』

一
七
八
号
、

一
九

八
五
年
)
、
同
氏

「皇
帝
支

配

の
原
像

-
民
爵
賜
与
を
手
が
か
り
に
」

(松
原
正
毅
編

『
王
権

の
位
相
』
弘
文
堂
、

一
九
九

一
年
)
参
照
。

(
4
)

以
下
で
は
、
私
が
増
淵
、
籾
山
両
氏

の
見
解
に
基
本
的

に
賛

同
す

る
理
由
を
、
西
嶋

氏
が

「有
爵
者

の
身
分
的
秩
序

の
形
成
さ
れ
る
場
が
里
」
で
あ

る

こ
と
を
示
す
際
に
、
そ

の
根
拠
と
さ
れ
た
史
料
を
再
検
討
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
述

べ
て
い
き
た

い
と
思
う
。

西
嶋
氏

は
、
『
晋
書
』
巻
五
〇
庚
峻
伝

に
、

「秦
塞
斯
路
、
利
出

一
官
。
錐
有
庭
士
之
名
、
而
無
爵

列
於
朝
者
。
商
君
謂
之
六
蜴
、
韓
非
謂
之
五
轟
。
時

不
知
徳
、
惟
爵
是
聞
。
故
間
閻
以
公
乗
侮
其
郷
人
、
郎
中

以
上
爵
傲
其
父
兄
。
」
と
あ
る
記
事
を
引

い
て
。
「
こ

の
庚
峻

の
指
摘

は
、
管
見

の
か
ぎ
り
で
は
、

有
爵
者

の
身
分
的
秩
序

の
形
成
さ
れ
る
場
が
里

で
あ
り
、
里
中

の
有
爵
者

の
う
ち
最
高
位

の
公
乗

の
爵
位

を
も

つ
も

の
は
、
そ

の
身
分
的
特
権
を
里
内

で

実
現
し
て
い
る
と

い
う

こ
と
を
示
す
唯

一
の
記
録
」
(西
嶋
氏
前
掲

『
中
国
古
代
帝
国

の
形
成

と
構
造
』
三
七
〇
頁
参
照
)
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
『
周
礼
』

地
官
、
党

正
に
、
「属

民
而
飲
酒
於
序
、

以
正
歯
位
。
壷
命
歯
於
郷
里
。
再
命
歯
於

父
族
、
三
命
而
不
歯
。
」
と
あ

り
、
『
礼
記
』
祭
義

に
、

「萱
命
歯
干
郷

里
、
再
命
歯
干
族
、
三
命
不
歯
族
。
有
七
十
者
、
弗
敢
先
。
」
と
あ

り
、
『
筍

子
』
大
略
篇

に
、

「
一
命
歯
於
郷

、
再
命
歯
於
族
、
三
命
、
族
人
錐
七
十
、

不
敢
先
。
」
と
あ
る
記
事
な
ど
を
引

い
て
、
「
里
で
は
、
民
爵
最
高

の
公
乗

の
爵
位
を
も

つ
こ
と
に
よ

つ
て
そ

の
郷
人
を
凌
駕

し
、

ま
た
、
郎
中
と
な

っ
て

吏
爵
を
受
け

る
こ
と
に
よ

っ
て
そ

の
家
族
よ
り
も
上
爵
と
な

り
、
上
述

の
引
文

で
い
え
ば

『
族

に
歯

せ
ず
』
と

い
う
結

果
に
な
る

の
で
あ

っ
た
。
」
と
し

て
お
ら
れ
る
。

西
嶋
氏
は
、
爵
位
と
歯
位

と
が

一
致

す
る
と

い
う
前
提

で
論
を
進
め

て
お
ら
れ
る
が
、
史
料
を
見
る
限
り

で
は
、
別

の
解
釈

も
可
能

で
あ

る
と
考
え
ら

れ

る
。

そ
れ
は
、
郷
里
社
会

に
お
い
て
は
、

「壷
命

」
さ
れ
、

「公
乗
」
よ
り
下
の
爵
位
を
も

つ
段
階

で
は
、
ま
だ
、
歯

位
的
秩
序

の
方

が
優
越

し
て
い
る
が
、

「再
命
」
す
な
わ
ち

「民
爵

最
高

の
公
乗

の
爵

位
も

つ
」
段
階

に
な
る
と
、
自

分
よ
り
上

の
歯
位

に
属
す
る

「父
族
」
と
肩
を
並

べ
、

か

つ
、

同
じ
歯
位

註



に
属
す
る

「郷
人
を
侮
」
れ

る
よ
う
に
な
り
、

「三
命
」
す
な
わ
ち

「郎
中
と
な

っ
て
吏
爵
を
受
け
る
」
段
階

に
な

る
と
、

「族
に
歯
せ
ず
」
と

い
う
状
態

に
な

っ
て
、
自
分
よ
り
上

の
歯
位
に
属
す
る

「父
兄
」
を
も

「傲

」
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
解
釈

で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、
郷
里
社
会

で
は
、
民
爵

の

う
ち
、
最
高
位

の

「公
乗
」

の
爵
位
を
も

つ
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
身
分
的
特
権
を
里
内

で
実
現
で
き
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
、
長
沙
市
文
物

工
作
隊

・
長
沙
市
文
物
考
古

研
究
所

「長
沙
走
馬
楼

J
22
発
掘
簡
報

」
(『
文
物
』

一
九
九
九
年
第
五
期
、

一
九
頁
)

に
紹
介
さ
れ
た
小
型
竹
簡

(
小
型
竹
簡

に

つ
い
て
は
、
関
尾
史
郎

「吏
民
田
家
荊

の
性
格
と
機
能
に
関
す
る

一
試
論
」
『
嘉
禾
吏

民
田
家
荊
研
究
-
長
沙
呉

簡
研
究
報
告

・
第

一
集

-』

二
〇
〇

一
年
参
照
)

に
、

「戎
里
戸
人
公
乗
何
欽
年

五
十

五
算

一
刑
雨
足

(整

理
番
号
不
明

)」
と
あ
り
、

「戎
里
戸
人
公
乗
魯

章
年
甜

八
算

一
盲
右
目

(整
理
番
号
不
明
)
」
と
あ

り
、

「常
遷

里
戸

人
公
乗
何
著

年
五
十
四
算

一
刑
雨
足

復

(
　

)
」
と
あ
り
、
ま
た
、
王
素

.

宋
少
華

・
羅
新

「長
沙
走
馬
楼
簡
憤
整
理
的
新
収
穫
」

(『
文
物
』

一
九
九

九
年
第
五
期
、

三
二
～
三
四
頁
)
に
紹
介

さ
れ
た
小
型
竹
簡
に
は
、

「富
貴
里

戸
人
公
乗
黄
五
年
廿

一

(
　

)
」
と

あ
り
、

「祐
樂

[里
戸
人
公
乗
]
口
口
年
十
七

捌
心
足

(
　

)
」
と
あ
り
、

「大
片
里
戸
人
公
乗

王
得
年
六
十
二

龍
耳
砂
目

(
　

)
」
と
あ

り
、

「
義
成

里
戸
人
公
乗
黄

碩
年
六
十
三

刑
右

足

(
　

)
」
と
あ
り
、

「富
貴

里
戸
人
公
乗
李
平
年
甜
□

算

一
盲

右

目
復

(
　

)
」
と
あ
り
、

「高
平
里
戸
人
公
乗
魯
開
年
計

二

算

一
刑
左

手
復

(
　

)
」
と
あ

り
、

「常
遷
里
戸
人
公
乗

何
著

年
五
十

四

算

一

刑
雨
足
復

(
　

)
」
と
あ
り
、

「谷
陽
里
戸
人
公
乗
鄭
蕾
年
世
六

算

一
給
州
吏
復

(
　

)
」
と
あ

っ
て
、
現
在
発
表
さ
れ

て
い
る
小
型
竹
簡

の

中

に
、
特
定

の

「里
」
に
お

い
て
、

「戸
人
」

(戸
主
を
指

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
)
が

「
公
乗
」

の
爵
位
を
も

っ
て
い
る
事
例
が
比
較
的
多

く
見
ら
れ

る
の
に
対

し
、

一
方
、

「
公
乗

」
よ
り
下

の
爵
位
を
も

っ
て
い
る
事
例
が

一
例
も
見
ら
れ
な

い
こ
と
は
、
右

の
見
解
が
当
を
得
た

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

を
支
え
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。

(
5
)

な
お
、
王
莽

の
新
代
を
除

い
た
場
合
、
前
漢

二
百
十
年
に
五
十
三
回
、
後
漢
百
九
十
六
年
に
三
十
六
回
で
、
両
漢
合
わ
せ

て
四
百
六
年
に
九
十
九
回
行

わ
れ
た

こ
と
に
な
る
か
ら
、
　

で
四
年
に

一
回
の
割
合
と
な
る
。

(6
)

西
嶋
氏
前
掲

『
中
国
古
代
帝
国

の
形
成
と
構
造

-
二
十
等
爵
制

の
研
究
1
』

一
九

五
頁
参
照
。

(
7
)

『
晋
書
』
巻

十
安
帝
紀

に
安
帝

の
元
興

二
年

(
四
〇
四
)
十
二
月
壬
辰

の
こ
と
と
し

て
、

「玄
寡
位
、

以
帝
平
固

王
。
」
と
あ
り
、
同
書
巻
九
九
桓
玄
伝

に
、

「於
是
大
赦
、
改
元
永
始
、
賜
天
下
爵

二
級
、
孝
悌

・
力

田
人
三
級
、
螺
寡

・
孤
猫

不
能
自
存
者
穀

人
五
斜
。
其
賞

賜
之
制
、
徒
設
空
文
、
無
其
實

也
。
」
と
あ

っ
て
、
桓
玄
が
纂
位
し
た
と
き
、

民
爵
賜
与
を
含

め
た
賞
賜
は
空
文
を
設
け
た
だ
け

で
あ
り
実
際

に
は
行

わ
れ
て

い
な
か

っ
た
こ
と
が
示
さ

れ

て
い
る
。

(
8
)

浜

口
重
国

「後
漢
末

・
曹
魏
時
代

に
於

け
る
兵

民
の
分
離
に

つ
い
て
」
(『
秦
漢
隋
唐

史

の
研
究
』
上
巻
、
第

一
部
第
七
論
文
、
東
京
大
学
出
版
会

、

一



九
六
六
年
)
参
照
。

(
9
)

山
田
勝
芳

『
秦
漢
財
政
収

入
の
研
究
』

(汲
古
書
院
、

一
九
九
三
年
)
三

二
九
頁
参
照
。

(
10
)

宮
崎
市
定
氏
は
、
『
九
品
官
人
法

の
研
究

-
科

挙
前
史

-
』

(東
洋
史
研
究
会
、

一
九
五
六
年
)
四
〇

一
頁

の
中

で
、

「孝
文
帝

の
末
期

に
は
…
南
朝
と

の
戦
争

な
ど

の
た

め
に
軍
功
イ

ン
フ
レ
ー

シ

ョ
ン
が
進
行
中

で
あ

っ
た
」
と
し
、
第
二
編
第

五
章

一
二

「北
魏
末
期

の
選
挙
問
題
」
の
中
で
は
、

こ
う

し

た
こ
と
を
受

け
て
、
孝
明
帝

の
と
き

に
、
崔
亮
が
停
年
格
を
造

っ
た

こ
と
と
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
う

で
あ

る
と
す
れ
ば
、

こ
の
と
き

の
孝

文
帝

に
よ
る
民

爵

賜
与
も
、

そ
う

し
た
軍
功

に
対
す

る
褒
賞
と

し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
、
そ
れ
は
同
時
期

に
行
わ
れ
た
官
制
改
革
と
同
様
に
、
南
朝

の
制
度

の
影
響
を
受

け
た
可
能
性

が
高

い
と
考
え
ら

れ
る
。
な

お
、
本
稿
と
は
違

っ
た
視
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
北
魏
孝
文
帝

の
民
爵
賜
与
を
検
討
し
た
も
の
に
、
康
楽

「艮

爵
與

民
望
」

(『
従
西
郊
到
南

郊

-
国
家

祭
天
與
北
魏
政
治
』
第
三
篇
第
六
章
、
稲
郷
出
版
社
、

一
九
九
五
年
)
と
題
す

る
論
文
が
あ
る
。

(
11
)

浜

口
氏

「魏
晋
南
朝

の
兵
戸
制
度

の
研
究

」
(前
掲

『
秦
漢
隋
唐

史
の
研
究
』
上
巻
、
第

一
部
第
十
論
文
)
参
照
。

(
12
)

越
智
重
明

「族
門
制
」

(『
魏
晋
南
朝

の
貴

族
制
』

第
五
章
第

一
節

、
研
文
出
版
、

一
九
八
二
年
)
、
同
氏

「宋

の
孝
武
帝

の
戸
籍
制
度
改
変
」

(『
魏
晋

南

朝
の
政
治
と
社
会
』
第
三
篇
第
二
章
第
三
節
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
三
年
)
参
照
。

(
13
>

宮
崎
氏
前
掲
書

一
八
七
頁
参
照
。

(
14
)

籍
田
儀
礼
に

つ
い
て

の
先

行
研
究

は
非
常
に
多

い
。
管
見

の
及
ぶ
限
り

で
は
、
小
島
祐

馬

「籍

田
の
礼

に
就

い
て
」

(『
経
済
論
叢
』
第
九
巻
第

四
号
、

一
九

一
九
年

)、

西
田
太

一
郎

「
郊
祭

の
対
象
と

そ
の
時
期
と

に
就

い
て
」

(『
支
那
学
』

第
八
巻
第

一
号
、

一
九
三
五
年
)
、
農
林
省
米
穀
局
編

『
支
那
歴

代
親

耕
親

蚕
考
』

(
日
本

米
穀
協
会
事
務

所
、

一
九
三

六
年
)
、
笠
原
仲

二

「支
那
古
代
に
於
け

る
田
租
樒
役

の
起
源
」

(『
支
那
学
』
第
十
巻
第

一
号
、

一

九
四
〇
年
)
、
木
村
正
雄

「籍

田
と
助

法
」

(『
東
洋
史
学
論
集
』
第
三
、

一
九
五
四
年
)
、
大
嶋
隆

「籍

田
考
」

(『
甲
骨
学
』
第

八
号
、

一
九
六
〇

年
)
、

楊
寛

噸
籍
礼
"
親
探

」
(
『
古
史
新
探

』
中
華
書

局
、

一
九
六
五
年
)
、
白
川
静

「農
事

詩
の
研
究

」
(『
詩
経
研
究

通
論
篇
』
第
三
章
、
朋
友
書
店
、

一

九
八

一
年
)
、
西
岡
弘

「籍

田
考

」

(『
中
国
古
典

の
民
俗
と
文
学
』
角
川
書
店
、

一
九
人
六
年
)
、

谷
口
義
介

「西
周
時
代

の
籍

田
儀
礼
」
、

「春
秋
時
代

の

籍

田
儀
礼
と
公

田
助
法
」
、

「籍

田
儀
礼

の
復
活
」

(『
中
国
古
代
社
会
史
研
究
』
第

八
章

・
第
九
章

・
第
十
章
、
朋
友
書
店

、

一
九
八
八
年

)
、
越
智
重
明

「籍

田
」

(『
戦
国
秦

漢
史

研
究

一
』
第

一
編

第

一
章
第

六
節
、
中
国
書
店
、

一
九
八
八
年
)
、
佐
竹
靖
彦

「籍

田
新
考
」

(唐
代
史
研
究
会
編

『
中
国
の
都

市
と
農
村
』
汲
古
書
院
、

一
九
九

二
年

)
、
坂
江
渉

「古
代
東

ア
ジ
ア

の
王
権
と
農
耕
儀
礼

-
日
中
社
会
文
化

の
差
異
」

(鈴

木
正
幸

編

『
王
と
公
』
第

一

章
、
柏
書
房
、

一
九
九

人
年
)
、
新

城
理
恵

「
中
国

の
籍

田
儀
礼
に

つ
い
て
」

(『
史
境
』
第

四

一
号
、

二
〇
〇
〇
年
)
な

ど
が
あ
る
。

な
お
、
史
料
上

の

「
せ
き

で
ん
」
の
表
記

に

つ
い
て
は
、
「籍

田
」
と

「籍

田
」
の
二
通
り

の
使
用
が
見
ら
れ
る
。
小
論

で
は
、
史
料
上

で
の
表
現
を
除
き
、
以
下
、
「籍

田
」



に
統

一
し

て
使
用
す

る
こ
と
と
す
る
。

(
15
)

こ
の
他

に
も
、
「
三
老
」
や

「孝

悌
」
、

「力

田
」

に
対

し
て
、

一
般

の
庶
民
男

子
よ
り
多
く

の
爵
級
が
賜
与
さ
れ
た
も

の
に
は
、
『
漢
書
』
巻

二
明
帝

紀

に
、
永
平
十
二
年

(六
九
)
五
月
丙
辰
の
こ
と

と
し
て
、

「賜

天
下
男
子
爵
人

二
級
、
三
老

・
孝
悌

・
力

田
人
三
級
。
」
と
あ
り
、
同
書
同
巻
に
、
同
十

七
年

の
制
書
を
載
せ

て
、

「是
歳
、

甘
露

傍
降

、
樹
枝
内

附
、
芝
草
生
殿
前
、
神
雀
五
色
翔
集
京
師
。
西
南
夷
哀
牢

・
憺

耳

・
憔
僥

・
藥

木

・
白

狼

・
動

軸
諸
種
、
前
後
慕
義
貢
獣
。
西
域
諸
國
遣

子
入
侍
。

夏
五
月
戊
子
、
…
賜
天
下
男
子
爵
人

二
級
、
三
老

・
孝
悌

・
力

田
人
三
級
。
」
と
あ
り
、
同
書
巻

三

章
帝
紀
に
、
建
初
四
年

(
七
九
)
四
月
戊

子
の
こ
と
と

し
て
、

「立
皇
子
慶
爲
皇
太
子
。

賜
爵

人
二
級
、

三
老

・
孝
悌

・
力

田
人
三
級
。
」
と
あ
り
、
同
書

巻
四
和
帝
紀
に
、
永

元
十

二
年

(
一
〇

〇
)

三
月
丙
申

の
詔
を
載
せ

て
、

「比
年
不
登
、
百
姓
虚
匝
。
京
師
去
冬
無
宿
雪
、
今

春
無
樹

雨
。

黎
民
流
離

、

困
於
道
路
。

朕
痛

心
疾

首
、
靡

知
所
濟
。
仰

昊
天
、
何
享
今

人
。
三
公
朕
之
腹
心
、
而
未
獲
承
天
安

民
之
策
。
数

詔
有

司
、
務
揮
良
吏
。
今
猶
不
改
、
競

爲
苛
暴
、
侵
愁
小
民
、
以
求
虚
名
。

委
任
下
吏
、
假
執

行
邪
。
是

以
令
下
而
姦
生
、
禁
至
而
詐
起
。

巧
法

析
律
、
飾
文
堆
辞
、
貨
行
於
言
、
罪
成
乎
手
。

朕
甚
病
焉
、
公
卿
不
思
助
明
好
悪
、
將
何
以
救
其
餐
罰
。

答
罰
既

至
、
復
令
災
及
小
民
。
若
上
下
同
心
、
庶
或
有
疹
。
其
賜

天
下
男
子
爵
人

二
級
、
三
老

・
孝
悌

・
力
田
三
級
。
」
と
あ

る
例
な
ど
が
あ
る
。

(
16
)

鎌

田
重
雄

「郷
官
」

(『
秦
漢
政
治
制
度

の
研
究
』
第
二
篇
第
十

一
章
、
日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
六
二
年
)
参

照
。

(
17
)

谷

口
氏
前
掲

「籍

田
儀
礼

の
復
活
」
参
照
。

(
18
)

宮
崎
氏

「古
代
中

国
賦
税
制
度
」

(『
ア
ジ

ア
史
研
究
』
第

一
、
東
洋
史
研
究
会
、

一
九
五
七
年
)
参
照
。

(
19
)

史

料
中

の

「藩
鎭
」
に

つ
い
て
は
、
『
蜀
志
』
巻

八
許
靖
伝

に
、

後
漢

の
献
帝

の
と
き
に
、
当
時
交

州
に
逃

れ
て

い
た
許
靖
が
、
曹
操
に
宛

て
た
書

簡

を
載

せ
て
、

「今
錐
臨
荒
域

、
不
得
参
與
本
朝
、
亦
國
家
之
藩
鎮
、
足
下
之
外
援
也
。
」
と
あ

り
、
『
呉
志
』
巻

一
六
陸
凱
伝
に
、
せ
露
元
年

(
二
六
五
)

九
月
に
孫
晧
が
武
昌
に
遷
都

し
た
と
き

の
陸
凱

の
上
疏
を
伝
え

て
、
「州
牧
督
將
、
藩
鎮
方
外
。
」
と
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、

主
に
皇
室

を
守

り
、
藩
屏

の

役
割
を
果
た
す
地
方

長
官

の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
20
)

金

子
修

一

「魏
晋
南

北
朝

の
皇
帝
祭

祀
の
推
移
」

(『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』
第

二
部
第
四
章
、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇

一
年
)
参

照
。

(
21
)

魏
晋
に
お
け
る

「孝
悌
」
や

「力

田
」
に
対
し
て

の
無
償

の
賜
与
は
、
『魏

志
』
巻

二
文
帝
紀
に
、
黄
初
元
年

(
二
二
〇
)
十

一
月
癸
酉

の
詔
を
載
せ

て
、

「賜
男
子
爵
人

一
級
、
爲

父
後
及
孝
悌
力
田
人
二
級
。
」
と
あ
り
、
同
書
巻

四
少
帝
紀
に
、
齊

王
芳
正
始
元
年

(二
四
〇
)
人
月

の
こ
と
と
し
て
、
「車

駕
巡
省
洛
陽
界
秋
稼
、
賜
高
年
力

田
各
有
差
。
」
と
あ
り
、
『
晋
書
』
巻

四
恵
帝

紀
に
、
元
康
元
年

(
二
九

一
)

五
月
壬
午

の
詔
を
載

せ
て
、

「除

天
下
戸

調
縣

絹
、

賜
孝
悌

・
高
年
、
螺
寡

・
力

田
者
吊

人
三
匹
。
」
と
あ
り
、
同
書
巻

八
穆
帝
紀

に
、
升
平

元
年

(三

五
七
)
八
月
丁
未

の
こ
と
と
し
て
、

「
八
月



附
表

魏
晋
南
朝
の
民
爵
賜
与

一
覧

1234=
σ6789m1112

民
爵
賜
与
の
年

曹
魏
文
帝
黄
初
元
年
十

「
月
癸
酉

(二
二
〇
年
一
二
月
=
二
日
)

曹
魏
文
帝
黄
初
三
年
九
月
庚
子

(
二
二
二
年

一
〇
月
三
「
日
)

曹
魏
明
帝
太
和
元
年
十

一
月

(
二
二
七
年

一
二
月
)

曹
麹
明
帝
青
龍
元
年
二
月
甲
申

(
二
三
三
年
三
月
四
日
)

曹
魏
明
帝
景
初
元
年
十
二
月
辛
巳

(
二
三
九
年
一
月
一
六
日
)

曹
魏
陳
留
王
奥
景
元
元
年
六
月
甲
寅

(
二
六
〇
年
六
月
二
日
)

西
奮
武
帝
泰
始
元
年
十
二
月
丙
寅

(
二
六
六
年
二
月
八
日
)

東
晋
安
帝
元
興
二
年
十
二
月
壬
辰

(四
〇
四
年

「
月
一
日
)

劉
宋
武
帝
永
初
元
年
六
月
丁
卯

(
四
二
〇
年
七
月
「
○
日
)

劉
宋
孝
武
帝
孝
建
元
年
正
月
丙
寅

(四
五
四
年
三
月
=
二
日
)

劉
宋
孝
武
帝
大
明
二
年
正
月
壬
戌

(四
五
八
年

一
二
月
二
四
日
)

劉
宋
孝
武
帝
大
明
四
年
正
月
乙
亥

(四
六
〇
年
二
月
一
九
日
)

賜
爵
の
理
由

漢
魏
禅
譲
革
命

立
皇
后

立
皇
后

瑞
祥

(青
龍
の
出
現
)

立
皇
后

即
位

魏
晋
禅
譲
革
命

桓
玄
寡
位

晋
宋
禅
譲
革
命

立
皇
太
子

元
凶
討
伐
後
即
位

籍
田

賜
爵
の
対
象

男
子

(
一
級
)
、

父
後
及
孝
悌
力
田

(二
級
)

天
下
男
子

(
二
級
)

天
下
男
子

(
二
級
)

男
子

(二
級
)

男
子

(二
級
)

民天
下

(五
級
)

天
下

(二
級
)
、
孝

悌
力

田

(
三
級
)

民

(
一
級
)

天
下
為
父
後
者

(
一
級
)

吏

(
一
級
)

孝
悌
義
順

(
「
級

)

『
出
典
」

『
魏
志
』
巻
二
文
帝
紀

同
右

同
書
巻
三
明
帝
紀

同
右

同
右

同
書
巻
四
陳
留
王
典
紀

『
晋
書
』
巻
三
武
帝
紀

『
晋
書
』
巻

一
〇
安
帝
紀
、
巻
九
九
桓
玄
伝

『
宋
書
』
巻
三
武
帝
紀
下

同
書
巻
六
孝
武
帝
紀

同
右

同
右

丁
未
、
立
皇
后
何
氏
、
大
赦
、
賜
孝
悌

・
螺
寡
米

人
五
斜
。
」
と
あ

る
四
例

の
み
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
当
該
時

代
に
籍
田
儀
礼
が
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か

っ

た

こ
と
が
原
因

の

一
つ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

(22
)

こ
の
点

に

つ
い
て
、
『
宋
書
』
巻

五
文
帝

紀
に
は
、
文
帝

が
籍

田
儀
礼
を
行

っ
た
と
は
明
記
し

て
い
な

い
。
し
か
し
、
同
書
同
巻
に
、

元
嘉

二
十

一
年

正
月
己
亥

の
こ
と
と
し
て
、

「螢
千
畝
諸
統
司
役
人
、
賜
布
各
有
差
。
」
と
あ
り
、
籍

田
の
千
畝
を
耕
作
す
る

の
に
従
事

し
た

「諸
統

司
役

人
」

に

「布
」

が
賜
与
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
と
き

の
籍

田
儀
礼
は
実

際
に
行

わ
れ
た
と

し
て
差
し
支
え
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
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劉
宋
孝
武
帝
大
明
六
年
正
月
辛
卯

(四
六
二
年
二
月
二
四
日
)

劉
宋
孝
武
帝
大
明
七
年
二
月
壬
戌

(四
六
三
年
三
月
二
二
日
)

劉
宋
前
廃
帝
景
和
元
年
十

一
月
丁
未

(四
六
四
年

一
二
月
二
六
V

劉
宋
明
帝
泰
始
元
年
十
二
月
丙
寅

(四
六
六
年

「
月
九
日
)

劉
宋
明
帝
泰
始
二
年
九
月
癸
巳

(四
六
六
年

「
C
月
三
日
)

劉
宋
明
帝
泰
始
五
年
正
月
癸
亥

(四
六
九
年
二
月

一
九
日
)

劉
宋
後
廃
帝
元
徽
二
年
十

一
月
丙
戌

〔四
七
四
年

}
二
月

=
二
日
)

劉
宋
後
廃
帝
元
徽
四
年
正
月
己
亥

(四
七
六
年
二
月

}
九
日
∀

南
斉
高
帝
建
元
元
年
四
月
甲
午

(四
七
九
年
五
月
二
九
日
)

南
斉
武
帝
永
明
四
年
閏
正
月
辛
亥

(四
八
六
年
三
月

一
〇
日
∀

南
斉
武
帝
永
明
十

一
年
四
月
甲
午

(四
九
三
年
五
月

一
五
日
V

南
斉
明
帝
建
武
元
年
十

一
月
戊
子

(四
九
四
年

一
二
月
三
〇
日
)

南
斉
明
帝
建
武
三
年
閏
十
二
月
戊
寅

(四
九
七
年
二
月
七
日
V

南
斉
東
昏
侯
永
元
元
年
四
月
己
巳

(四
九
九
年
五
月
一
九
日
V

梁
武
帝
天
監
元
年
四
月
丙
寅

(五
〇
二
年
四
月
三
〇
日
)

梁
武
帝
天
監
元
年
十

一
月
甲
子

(
五
〇
二
年

「
二
月
二
四
日
)

梁
武
帝
天
監
十
三
年
二
月
丁
亥

〔五
一
四
年
三
月
一
九
日
V

梁
武
帝
天

監
十
四
年
正

月
乙
巳

(
五

一
五
年

　
月
三

一
日
V

梁
武
帝
天
監
十
八
年
正
月
辛
卯

(
五
一
九
年
二
月
二
五
日
)

梁
武
帝
普
通
元
年
正
月
乙
亥

(
五
二
C
年
二
月
四
日
V

南
郊
祭
天

巡
狩

皇
子
誕
生

即
位

六
軍
解
嚴

藷
田

皇
帝
元
服

藷
田

宋
斉
禅
譲
革
命

藷
田

立
皇
太
孫

立
皇
太
子

皇
太
子
元
服

立
皇
太
子

斉
梁
禅
譲
革
命

立
皇
太
子

籍
田

皇
太
子
元
服

南
郊
祭
天

改
元

孝

子

・
順
孫

・
義
夫

・
悌
弟

(
「
綴
)

民

(
一
緩

)

為
父
後
者

〔
一
級

∀

民

(二
級
∀

民

(
「
級
)

力
田

2

級
)

民
男
子

(
「
級

)、

為
父
後
及
三
老
孝
悌
力

田

(
二
級
)

力
田

2

級
)

民

(二
級
)

孝
悌
力
田

天
下
為
父
後
者

(
一
級
)

天
下
為
父
後
者

(
「
級
)

為
父
後
者

2

級
)

民
為
父
後
者

(
一
級
)

民

(二
級
)

天
下
為
父
後
者

(
「
級
)

孝
悌
力

因

〔
一
級

)

為
父
後
者

二

級
)

孝
悌
力

田

(
一
級

V

孝
悌
力

田

(
一
級

)

同
右

同
右

同
書
巻
七
前
廃
帝
紀

同
書
巻
八
明
帝
紀

同
右

同
右

同
書
巻
六
明
帝
紀

同
右

『
南
斉
書
」
巻
二
高
帝
紀
下

同
書
巻
三
武
帝
紀

同
右

同
書
巻
六
明
帝
紀

同
右

同
書
巻
七
東
昏
侯
紀

『梁
書
』
巻
二
武
帝
紀
中

『南
史
』
巻
六
梁
本
紀
上

『
梁
書
』
巻
二
武
帝
紀
中

同
右

同
右

同
書
巻
三
武
帝
紀
下
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梁
武
帝
普
通
四
年
二
月
乙
亥

(五
二
四
年
三
月
二
〇
日
∀

梁
武
帝
普
通
八
年
正
月
辛
未

(五
二
七
無
二
月
二
三
日
)

梁
武
帝
大
通
三
年
正
月
辛
酉

(五
二
九
年
二
月
二
日
)

梁
武
帝
中
大
通
三
年
正
月
辛
巳

(五
三

一
年
二
月

=

「日
∀

梁
武
帝
中
大
通
三
年
七
月
乙
亥

(五
三

}
年
八
月
五
日
)

梁
武
帝
中
大
通
五
年
正
月
辛
卯

(五
三
三
年
二
月

一
一
日
)

梁
武
帝
中
大
通
六
年
二
月
癸
亥

(五
三
四
年
三
月

一
〇
日
)

梁
武
帝
大
同
三
年
正
月
辛
丑

(五
三
七
年

一
月
三

一
日
)

梁
武
帝
大
同
五
年
正
月
辛
未

(五
三
九
年
二
月
二
〇
日
)

梁
武
帝
中
大
同
元
年
四
月
丙
戌

(五
四
六
年
五
月
二
九
日
)

梁
武
帝
中
大
同
二
年
正
月
辛
酉

(五
四
七
年
二
月
二
八
日
V

梁
武
帝
太
清
元
年
四
月
丁
亥

(五
四
七
年
五
月
二
五
日
)

梁
元
帝
承
聖
元
年
十

一
月
十
二
丙
子

(五
五
二
年

一
二
月

=
二
日
)

梁
敬
帝
太
平
元
年
九
月
壬
寅

(五
五
六
年

一
〇
月
一
九
日
)

陳
武
帝
永
定
元
年
十
月
乙
亥

(五
五
七
年

一
「
月

一
六
日
)

陳
文
帝
永
定
三
年
六
月
丙
午

(五
五
九
年
八
月
九
日
)

陳
文
帝
永
定
三
年
十
月

(五
五
九
年

一
二
月
)

陳
文
帝
天
嘉
元
年
正
月
癸
丑

(五
六
〇
年
二
月

　
二
日
)

陳
文
帝
天
嘉
元
年
正
月
辛
酉

(五
六
〇
年
二
月
二
〇
日
)

陳
文
帝
天
嘉
三
年
正
月
辛
亥

(五
六
二
年

一
月
三
〇
日
)

籍
田

南
郊
祭
天

南
郊
祭
天

南
郊
祭
天

立
皇
太
子

南
郊
祭
天

籍
田

南
郊
祭
天

南
郊
祭
天

改
元

南
郊
祭
天

改
元

即
位

改
元

梁
陳
禅
譲
革
命

即
位

伯
茂
の
始
興
王
継
承

改
元

南
郊
祭
天

南
郊
祭
天

孝
悌
力
田

2

級
)

孝
悌
力
田

二

級
)

孝
悌
力
田

(
一
級

)

孝
悌
力
田

(
一
綴
)

為
父
後
者
及
出
処
忠
孝
文
武
清
勤

(
一
級
)

孝
悌
力
田

(
「
級

)

孝
悌
力
田

2

級
)

孝
悌
力

田

(
↓
級

)

孝
悌
力
田
及
州
閥
郷
党
為
人
善
者

(
一
縁
V

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
一
級
)

孝
悌
力
田

(
一
級

V

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
「
級
)

孝
子
義
孫

孝
悌
力

田

(
一
級

)

民

(二
級
)

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
一
級
)

天
下
為
父
後
者

(
一
級
)

孝
悌
力
田
殊
行
異
等

(
一
級
)

民

(
一
緩
)

民

(
「
級
)

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
書
巻
五
元
帝
紀

同
婁
目巻
六
敬
帝
紀

『
陳
書
』
巻
二
武
帝
紀
下

同
書
巻
三
文
帝
紀

同
書
巻
二
八
始
興
王
伯
茂
伝

同
書
巻
三
文
帝
紀

同
右

同
右
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陳
文
帝
天
嘉
三
年
七
月
己
丑

(
五
六
二
年
九
月
五
日
)

陳
文
帝
天
嘉
六
年
正
月
甲
午

(五
六
五
年
二
月
二
六
日
)

陳
文
帝
天
康
元
年
四
月
乙
卯

(五
六
六
年
五
月

=
二
日
)

陳
駆
帝
光
大
元
年
正
月
乙
亥

(五
六
七
年

一
月
二
八
日
)

陳
廃
帝
光
大
元
年
七
月
戊
申

(五
六
七
年
八
月
二
九
日
)

陳
宣
帝
太
建
元
年
正
月
甲
午

(五
六
九
年
二
月
五
日
)

陳
宣
帝
太
建
五
年
三
月
己
丑

(五
七
三
年
五
月

一
〇
日
)

陳
後
主
太
建
十
四
年
正
月
丁
巳

(五
八
二
年
二
月
二
〇
日
)

陳
後
主
太
建
十
四
年
四
月
丙
申

(五
八
二
年
五
月
三
〇
日
)

陳
後
主
至
徳
二
年
七
月
壬
午

(五
八
四
年
九
月
二
日
)

皇
太
子
納
妃

皇
太
子
元
服

皇
孫
誕
生

改
元

立
皇
太
子

即
位

皇
孫
誕
生

即
位

立
皇
太
子

皇
太
子
元
服

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
「
級
)

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
一
級
)

為
父
後
者

(
一
級

V

孝
悌
力
田

(
一
級

)

天
下
為
父
後
者

(
皿
級
)

孝
悌
力
田
及
為
父
後
者

2

級
)

為
父
後
者

(
「
級

)

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
「
級
∀

天
下
為
父
後
者

(
一
級
V

孝
悌
力
田
為
父
後
者

(
一
級
)

同
右

同
右

同
右

同
書
巻
四
廃
帝
紀

同
右

同
書
巻
五
宣
帝
紀

同
右

同
書
巻
六
後
主
紀

同
右

同
右

出
典

『
三

国

志

』
、

『
晋

書

』
、
『
宋

書

』
、
『
南

斉

書

』
、

『
梁

書

』
、

『
陳

書

』
、

『
南

史

』

に

よ

つ

て
作
成

し

た
。


